
 

 

この度、「海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則」の一部改正に伴

い、「海老名市住みよいまちづくり条例施行規則」第 70 条に規定するごみ集積所の整備基準

等について、一部改正を行ったものです。 

 

・改正後の基準対象となる事業 

  

 

 詳細につきましては所管課にご確認ください。 

                             （所管課） 

海老名市役所 資源対策課 

TEL 046-235-4922 


